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○
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証

　

70
歳
未
満
の
方
が
入
院
し
た
時
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」（
70
歳
以
上
で
市
民

税
非
課
税
の
世
帯
は
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
入
院
時
の
医
療
費

の
減
額
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
有
効

期
限
が
７
月
31
日
ま
で
な
の
で
、
改
め
て

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
国
民
健
康
保
険
者
証

・
入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収
書
な
ど
（
市

民
税
非
課
税
世
帯
で
90
日
以
上
入
院
の

場
合
の
み
）

※
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
は
、
国
保
税

の
滞
納
が
な
い
世
帯
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
の
限
度
額
適
用
・

　

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
お
使

い
の
方
で
、
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

の
場
合
、
入
院
時
の
食
事
代
の
減
額
な
ど

が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、
認
定
証
が
必
要
で

す
の
で
、
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
も
有
効

期
限
が
７
月
31
日
ま
で
な
の
で
、
改
め
て

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・
印
か
ん
（
ゴ
ム
印
を
除
く
）

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

・
入
院
日
数
の
わ
か
る
領
収
書
な
ど
（
90

日
以
上
入
院
の
場
合
の
み
）

　

認
定
書
の
交
付
・
更
新
に
は
、
申
請
が

必
要
で
す
。
入
院
が
決
ま
っ
た
ら
、
入
院

前
に
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

問　

保
険
年
金
課（
472
・
648
）・
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
・
各
支
所

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ

…
簡
易
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
１
人
で
も
未

申
告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の
軽
減
や

高
額
療
養
費
の
負
担
限
度
額
の
判
定
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯

は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所
得
金
額
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
申
告
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。

　

国
保
世
帯
の
世
帯
主（
本
人
自
身
が
国

保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も
含
み
ま

す
）と
国
保
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
全
員

の
合
算
所
得
金
額
が
、
一
定
基
準
額
を
下

回
る
場
合
、
均
等
割
額（
１
人
ひ
と
り
に

か
か
る
額
）と
平
等
割
額（
世
帯
ご
と
に
か

か
る
額
）が
軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
次
の
よ
う
な
方
は
必
ず
簡
易
申

告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
平
成
19
年
中
に
収
入
の
な
か
っ
た
方

（
平
成
19
年
中
の
収
入
が
雇
用
保
険
な
ど

の
非
課
税
所
得
の
み
の
方
も
含
み
ま
す
）

②
平
成
19
年
中
に
障
害
・
遺
族
年
金
を
受

給
し
て
い
た
方
（
た
だ
し
、
国
民
年
金

な
ど
の
受
給
者
は
、申
告
は
不
要
で
す
）

③
平
成
19
年
中
に
扶
養
、
仕
送
り
、
退
職

金
・
預
貯
金
で
生
活
し
て
い
た
方
な
ど

※
す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
、
各
総
合
支

所
で
国
保
加
入
者
分（
国
保
に
加
入
し
て

い
な
い
世
帯
主
も
含
む
）の
申
告
を
済
ま

せ
て
い
る
場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

問　

保
険
年
金
課
（
内
線
249
・
275
・
649
）・

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

認
定
証
の
更
新
は

８
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
し
ま
す

　国民年金に加入している方で、病
気やケガ、失業などの理由で保険料
を納めることが困難な方は、所得に
より保険料が免除される制度（全額
免除・半額免除など）や30歳未満の
方には、若年者納付猶予制度があり
ます。
  免除や納付猶予を希望する方は、
平成20年度（平成19年中）の所得の
申告を済ませ、早めに申請手続きを
してください。
※平成20年度の免除期間は、平成20
年７月分から平成21年６月分まで
ですので、７月1日以降に申請を
してください。
問　石巻社会保険事務所 ☎22-5117
　・保険年金課（内線256・257）
　・各総合支所市民生活課・各支所

国民年金保険料の
　免除申請はお早めに！！

問

　電源地域の振興を図ることを目的に、企業に
対する優遇制度があります。
○原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金
　平成20年4月１日以降、市内に工場、事業
所などを新設または増設し、電力会社との新
規契約・変更契約などを行った場合、支払っ
た電気料金が対象となります。

〔主な要件〕
・新設に伴い、電気の供給が開始していること
・増設に伴い、契約電力が継続して増加して
いること
・新設または増設に伴い、雇用者（雇用保険
の一般被保険者）が３人以上増加すること
など

〔募集時期〕　10月ごろ
※平成20年４月１日から9月30日までの電気
料金の支払い分が対象となります。

問　企業立地推進課（内線619）・財団法人電源
地域振興センター　☎03-5405-8113

　後期高齢者医療に加入している方には、平成19年中の所得に基づ
き、加入者ごとに保険料の計算（確定賦課）を行い、７月中旬に平
成20年度保険料決定通知書および納入通知書を郵送します。
　保険料の納付方法は、直前に加入していた医療保険によって異な
ります。
①国民健康保険（国民健康保険組合を含む）に加入されていた方で、
４月からの特別徴収（年金天引き）とならなかった場合は、７月
から普通徴収（納付書などによる納付）となります。
②社会保険（サラリーマンが加入する健康保険組合、共済組合な
ど）にご本人が加入していた場合は、７月～９月は普通徴収とな
り、10月からは特別徴収または引き続き普通徴収となります。
　社会保険の被扶養者だった方は、９月までは保険料の納付は必
要なく、10月から平成21年３月までは、半年分の均等割額の１割
（1,900円）を特別徴収または普通徴収で納めていただきます。
③障害認定を受けていた方は、７月～９月は普通徴収となり、10月
からは特別徴収または引き続き普通徴収となります。
※納入通知書が届かない場合、または不明な点がありましたら、お
住まいの地区の後期高齢者医療担当窓口までお問い合せください。
問　保険年金課（内線649・249・275）・各総合支所市民生活課

電源地域の企業立地支援制度電源地域の企業立地支援制度 後期高齢者医療保険料の納入通知書をお届けします後期高齢者医療保険料の納入通知書をお届けします

問
問
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あ
な
た
の
周
り
に
い
ま
せ
ん
か
？

～
市
政
功
労
者
候
補
者
推
薦
の
お
願
い
～

　

長
年
に
わ
た
り
地
域
の
清
掃
や
奉
仕
活

動
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
き
た
、
作
品
や

指
導
を
通
し
て
文
化
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝

え
て
き
た
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
尽
力
し
た

…
な
ど
、
そ
の
功
績
が
特
に
優
れ
、
郷
土

の
誇
り
と
し
て
認
め
ら
れ
る
方
を
、
市
政

功
労
者
と
し
て
表
彰
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
周
り
に
い
る
〝
す
ば
ら
し
い

方
〟
を
、
ぜ
ひ
、
ご
推
薦
願
い
ま
す
。

◇
対
象
（
お
お
む
ね
12
年
以
上
の
も
の
）

・
市
民
の
健
康
増
進
、
衛
生
思
想
の
普
及

発
達
に
尽
力
し
た
方

・
産
業
の
振
興
発
展
に
尽
力
し
た
方

・
社
会
福
祉
事
業
に
尽
力
し
た
方

・
道
路
の
愛
護
、
公
園
広
場
の
整
備
そ
の

他
の
建
設
事
業
に
尽
力
し
た
方

・
芸
術
文
化
や
ス
ポ
ー
ツ
の
興
隆
に
多
大

な
功
績
の
あ
っ
た
方

・
篤
行
者
で
一
般
の
模
範
と
な
る
方
な
ど

◇
推
薦
方
法

　

個
人
ま
た
は
各
団
体
（
町
内
会
や
組
合

な
ど
）
か
ら
の
内
申
が
必
要
で
す
。
必
要

事
項
を
書
類
に
記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

書
類
は
、
本
庁
関
係
課
・
総
合
支
所
関

係
課
・
各
支
所
・
秘
書
課
に
あ
り
ま
す
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

◇
提
出
先　

市
役
所
各
関
係
課

◇
提
出
部
数　

各
２
部（
１
部
コ
ピ
ー
可
）

◇
提
出
期
限　

８
月
１
日
㈮

問　

秘
書
課
（
内
線
206
・
207
・
208
）

　

統
計
は
身
近
な
で
き
ご
と
や
社
会
の
動

き
、
自
然
現
象
な
ど
を
数
字
に
ま
と
め
た

も
の
で
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
見
せ
る

の
が
統
計
グ
ラ
フ
で
す
。

　

皆
さ
ん
も
身
近
な
統
計
を
グ
ラ
フ
で
描

い
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

楽
し
い
作
品
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◇
応
募
資
格

　

第
１
部　

小
学
１
・
２
年
生

　

第
２
部　

小
学
３
・
４
年
生

　

第
３
部　

小
学
５
・
６
年
生

　

第
４
部　

中
学
生

　

第
５
部　

高
等
学
校
以
上
の
生
徒
・
学

生
お
よ
び
一
般

　

パ
ソ
コ
ン
統
計
グ
ラ
フ
の
部　

　
　
　
　

小
学
生
以
上

各
種
統
計
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

▼
家
計
調
査

　

国
民
生
活
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
の
調
査
で
す
。
調
査
の
結
果
は
、
国
民

生
活
の
実
態
を
把
握
す
る
も
の
と
し
て
広

く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

問　

県
統
計
課　

☎
022
‐
211
‐
２
４
５
５

▼
労
働
力
調
査

　

15
歳
以
上
の
方
の
就
業
状
態
を
調
べ
る

調
査
で
す
。
調
査
の
結
果
は
、
経
済
対
策

や
雇
用
失
業
対
策
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

◇
募
集
期
限

　
　

８
月
27
日
㈬

　

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問　

総
合
政
策
課　
（
内
線
454
）

▼
毎
月
勤
労
統
計
調
査

　

労
働
者
の
賃
金
、
労
働
時
間
、
雇
用
に

つ
い
て
毎
月
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
す
。
常
用
労
働
者
を
５
人
以
上
雇
用

し
て
い
る
事
業
所
は
毎
月
、
４
人
以
下
の

事
業
所
は
年
に
一
度
調
査
し
て
い
ま
す
。

雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
基
本
手
当
日
額
や
、

労
働
基
準
法
に
基
づ
く
休
業
補
償
額
改
定

の
た
め
の
法
定
資
料
と
な
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
の
調
査
も
、
調
査
員
が
伺
い
ま

し
た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

県
統
計
課　

☎
022
‐
211
‐
２
４
５
９

石
巻
市
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

作
品
募
集

▶ 

昨
年
の
入
賞
作
品

　

 

第
１
部
市
長
賞
「
あ
さ
が
お
さ
い
た
」

　

 

向
陽
小
学
校　

木
村　

実
央
さ
ん

『木造住宅耐震診断』助成事業
「みやぎ木造住宅耐震診断士」を派遣し、
木造住宅の耐震診断を行い、耐震対策を
支援します。
対象建築物は次の条件をすべて満たすもの
建　　物　在来軸組工法による木造の個人
住宅（一部店舗等併用住宅、二世帯住宅
は含みますが、構造が丸太組構法および
プレハブ構法の住宅や、用途がアパート、
長屋は対象外）
規　　模　３階建て以下　
建築時期　昭和56年５月31日以前に着工さ
れたもの
費用負担　延べ面積により負担額が異なり
ます。
　例延べ面積200㎡以下の場合8,000円
調 査 日　診断士と調整し、通知します。
申込期限　12月19日㈮まで
平成20年度予定募集戸数　90戸

『木造住宅耐震改修工事』助成事業
耐震改修工事などに要する費用の一部を
助成します。
対象建築物　先に実施した改修計画等助成

事業による耐震精密診断および木造住宅
耐震診断助成事業の総合評点が1.0未満
の住宅で、耐震工事施工後の総合評点が
1.0以上となる住宅または建て替え工事
を実施する住宅。
補助金額　
・耐震化工事に要する費用の４/９以内
（限度額40万円）
・避難弱者住宅の耐震化工事に要する費用
の１/６以内（限度額15万円）
※12月10日㈬までに工事が完了するもの
平成20年度予定募集戸数　35戸

危険ブロック塀等除却事業
危険度の高いブロック塀などの除却費用
の一定額と除却跡地に軽量の塀などの設
置費の一部を助成します。
除却補助対象　次の条件全てに該当するコ
ンクリートブロック造、石造、れんが造
およびその他の組積造の塀並びに門柱の
除却費用
・道路に面しているブロック塀など道路の
高さから１ｍ（擁壁上の場合は0.6ｍ）
以上のもの
・当市が行ったブロック塀等実態調査にお

いてＡ判定以外もの。
・除却して再びブロック塀などを築造する
場合は、建築基準法施行令に定める構造
基準に適合すること。
補助金額　１㎡当たり4,000円を乗じて算
定した額（限度額15万円）
フェンス等設置補助対象　除却跡地にコン
クリートブロック造およびコンクリート
造など以外の軽量の塀などを設置する場
合、次の条件のいずれかに該当するもの。
・生け垣を設置する場合は１ｍ以上の苗木
を用いて50㎝以下の間隔で植栽し、支柱
などにより適切に固定できるもの
・フェンスや板塀などを設置する場合は、
塀のみの高さが60㎝以上のものとし、基
礎を設置するなどして適切に固定できる
もの。
補助金額　補助率は、設置費用の１/３以内。
・限度額は、除却延長に4,000円を乗じた
額または100,000円（最大25ｍ）のいず
れか低い額。
申込期限　12月19日㈮まで（平成21年２月
までに工事が完了するもの）

申・問　建築指導課（内線541・542・543）問申

第
４
回 


